
※ 研究を進める上で、チャートの回答が変更となり、リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無「あり」

    となる場合は、速やかにe-Rad上で登録の修正を行ってください

NO

科研費電子申請システム　安全保障貿易管理情報の登録のためのチャート

〈リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無〉

あなたの研究課題は、次頁の研究分野ですか？

（安全保障貿易管理上、慎重な審査が必要となる分野かどうか）

　　次頁の研究分野に

　　該当しない：NOと回答　　　　　　　　　        　 　　　該当する：YESと回答

NO

①非居住者や特定類型に該当する居住者への技術の提供予定はありますか？

（P4 1.-1 参照）

②外国に向けて行う「技術」の提供の予定がありますか？

（P6 1.-2 および P7 1.-3 参照）

③外国へ向けた「貨物」の輸出の予定がありますか？（P8 2.参照）

　すべてなし：NOと回答　　　　　　　　　1つでもあり：YESと回答

YES

科研費電子申請システム

リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無

「なし」　にチェック

科研費電子申請システム

リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供予定の有無

「あり」　にチェック

YES
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【別表】日本医科大学 慎重な審査が必要となる研究分野一覧 

 

大区分 中区分 小区分 

 

大区分 中区分 小区分 

Ｂ 物性物理学 磁性、超伝導および強相関系関連 Ｅ 物理化学、機能物性化

学 
基礎物理化学関連 

プラズマ学 核融合学関連 機能物性化学関連 

素粒子、原子核、宇宙
物理学 

素粒子、原子核、宇宙線および宇宙
物理に関連する理論 

有機化学 構造有機化学および物理有機化学
関連 

素粒子、原子核、宇宙線および宇宙
物理に関連する実験 

有機合成化学関連 

Ｃ 材料力学、生産工学、
設計工学 

材料力学および機械材料関連 無機・錯体化学、分析
化学 

無機・錯体化学関連 

流体工学、熱工学 流体工学関連 分析化学関連 

機械力学、ロボティク
ス 

機械力学およびメカトロニクス関
連 

グリーンサステイナブルケミスト
リーおよび環境化学関連 

ロボティクスおよび知能機械シス
テム関連 

高分子、有機材料 高分子化学関連 

電気電子工学 電力工学関連 高分子材料関連 

通信工学関連 有機機能材料関連 

計測工学関連 無機材料化学、エネル 
ギー関連化学 

エネルギー関連化学 

制御およびシステム工学関連 生体分子化学 生体関連化学 

電気電子材料工学関連 Ｇ 分子レベルから細胞
レベルの生物学 

分子生物学関連 

電子デバイスおよび電子機器関連 構造生物化学関連 

航空宇宙工学、船舶海
洋工学 

航空宇宙工学関連 機能生物化学関連 

船舶海洋工学関連 生物物理学関連 

Ｄ 材料工学 金属材料物性関連 細胞レベルから個体

レベルの生物学 
細胞生物学関連 

無機材料および物性関連 発生生物学関連 

構造材料および機能材料関連 Ｈ 病理病態学、感染免疫
学 

ウイルス学関連 

材料加工および組織制御関連 免疫学関連 

ナノマイクロ科学 ナノ構造化学関連 Ｊ 情報科学、情報工学 計算機システム関連 

ナノ構造物理関連 ソフトウェア関連 

ナノ材料科学関連 情報ネットワーク関連 

ナノバイオサイエンス関連 情報セキュリティ関連 

ナノマイクロシステム関連 高性能計算関連 

応用物理物性 応用物理一般関連 Ｋ 環境解析評価 放射線影響関連 

原子力工学、地球資源

工学、エネルギー学 

原子力工学関連 化学物質影響関連 

 

※ 上記表における研究分野の分類は、リスト規制対象品目（P3）と関連が相対的に高いと思われる研究分野

を、「科学研究費助成事業 審査区分表」を参照し便宜的に作成したものです。 

※ 上記表は、リスト規制対象品目と関連が相対的に高いと思われる研究分野の一例を示したものですが、この

表に記載されていない研究分野における研究であっても、リスト規制対象品目に該当する場合があります。

また、記載されている研究分野における研究であっても、リスト規制対象品目に該当しない場合もあります。 



第二章 安全保障貿易管理の概要 

Ⅲ．規制の内容 
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参考｜リスト規制一覧  －貨物－  （令和６年９月８日時点） 
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nakamura
四角形

nakamura
四角形

tanaka
テキストボックス
 ※『安全保障貿易管理ガイダンス［入門編］　　第2.4版』（経済産業省 令和7年1月）P7より抜粋



 

1.-1 技術の提供に係る規制 

 

外為法上、「技術の提供」については、以下の場合に規制の対象となっています。 

① 外国における技術の提供または外国に向けて行う技術の提供（これらを目的とした

国内における技術の提供を含む）【＝地理的概念】 

② 日本国内における居住者から非居住者への技術の提供【＝人的概念】 

① には、海外での共同研究や海外出張での技術提供（（オンライン国際学会での発表を

含む）が当たります。来日後 6か月以上経過した留学生等（（居住者）が一時帰国す

る際、帰国先で技術提供を行う場合にも①に当たります。 

② には、日本国内で留学生や来日した研究者への技術提供を行うことが当たります。

相手が日本人であっても非居住者となる場合があるため注意が必要です。また、

2022 年 5 月施行の外為法運用改正（「みなし輸出」管理の明確化）により、「日本

国内における居住者から特定類型に該当する居住者の技術の提供」が、規制対象と

して追加されました。 
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 居住者 非居住者 

日

本

人 

① 我が国に居住する者 

② 日本の在外公館に勤務す

る者 

① 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 

② ２年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 

③ 出国後外国に２年以上滞在している者 

④ 上記①～③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が６月

未満の者 

外

国

人 

① 我が国にある事務所に勤

務する者 

② 我が国に入国後６月以上

経過している者 

① 外国に居住する者 

② 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 

③ 外交官又は領事館及びこれらの随員又は使用人(ただし、外

国において任命又は雇用された者に限る。) 

法

人

等 

① 我が国にある日本法人等 

② 外国の法人等の我が国にあ

る支店、出張所、その他

の事務所 

③ 日本の在外公館 

① 外国にある外国法人等 

② 日本法人等の外国にある支店、出張所、その他の事務所 

③ 我が国にある外国政府の公館及び国際機関 

※ アメリカ合衆国軍隊、国際連合の軍隊及びこれらの構成員等 

【経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第四版」（2022年 2月）より】 

 

◆「特定類型」に該当する具体的なイメージ図 

 
【経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第四版」（2022年 2月）より】 
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1.-2 「技術」の定義 

外為法上、規制の対象となる（「技術」とは、外為令別表において定められた、主としてリ

スト規制貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報であり、技術データまたは技術支援

の形態により提供されるものを言います。「技術」にはプログラムが含まれます。 

「設計」「製造」「使用」については、一般的な用語よりも幅広く定義されています。 

 

【経済産業省「安全保障貿易管理説明会資料」（2021 年 6月）より】 

＜提供の形態＞ 

・ 技術データ：文書、ディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録された 

プログラム、青写真、図面、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等 

・ 技術支援： 技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等 
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1.-3 許可を要しない技術の提供 

安全保障輸出管理の観点から、特に支障が無いと認められる技術の提供に関しては、経済

産業大臣の許可を要しない例外とされており、（「貿易関係貿易外取引等に関する省令」（貿易

外省令）第 9条において、「公知の技術提供」「基礎科学分野の研究活動」等が定められてい

ます。相手先やその用途に懸念がある場合は、提供の可否について慎重な検討が必要です。 

＜公知の技術提供＞ 

・ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不

特定多数の者に対して公開されている技術の提供 

・ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技

術の提供 

・ 見学コース、講演会、展示等において不特定多数の者が入手（・聴講可能な技術の提供 

・ ソースコードが公開されているプログラムの提供 

・ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、不特定多数の

者が入手・閲覧可能とすることを目的とする技術の提供 

【例1】 学会での講演、論文発表（（参加者が限定される、非公開で行われる、参加者に守

秘義務を課すなど不特定多数の者に対する公知でないものを除く） 

【例2】 留学生に行う、市販書籍（・公表論文を用いた研究指導、公開マニュアルによる実

験装置の操作方法指導 

＜基礎科学分野の研究活動＞ 

・ 自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、

論理的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的とし

ないもの 

【非該当】 産学連携に係る共同研究など、研究が特定の製品への応用を目的としている場合 
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2. 貨物の輸出に関する留意事項 

外為法上、規制の対象となる（「貨物の輸出」とは、①外国に向けて貨物を送付すること、

②外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付すること、を言います。①には、自ら

手荷物として海外に持ち出すことも含まれます。 

 大学においては、次のようなケースに注意が必要です。 

・ 海外出張の際にパソコンやUSBメモリをハンドキャリーで持ち出す 

・ 海外の大学から借りた装置を返送する 

・ 研究室で使っている外国製機器が壊れたので修理のためメーカーに送付する 

・ 海外で開催される学会・シンポジウム・国際展示会へ出品する試作品を持ち出す 

・ 共同研究等で、海外で観測等を行うために装置を輸出（持参）する 

・ 共同研究先へ試作品やマテリアルを送付する 

＜許可を要しない「貨物の輸出」の特例＞ 

 貨物の輸出に関しても、経済産業大臣の許可を要しない例外が定められています。大学

に関係するものは、以下のケースです。 

・ 海外出張等の際、一時的に海外にノートパソコンを持ち出して個人的に使用する場合 

（コンピューターは、①電子計算機そのものとして、②その通信（・キキュリティ機能

の面で暗号装置として、この 2項目でリスト規制の対象となっており、一定の仕様・

性能を超えるものについては、海外への持ち出しに許可が必要とされています。但し、

市販されて一般に手に入るノートパソコンについては、規制対象となる性能には達し

ていないとの見解が経済産業省から示されています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 


